
伊勢原市緊急経営支援特別資金融資要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、伊勢原市中小企業融資規則（昭和５８年伊勢原市 規則第５号。以下

「融資規則」という。）第１３条の規定に基づき、緊急景気対策の一環として経済環境

の変動等に影響を受けている市内中小企業者等を支援するため、融資規則に定めるもの

のほか必要な事項を定める。

（緊急経営支援特別資金）

第２条 緊急経営支援特別資金の融資は、別表に掲げるところにより行うものとする。

（委任）

第３条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成４年１２月１５日から施行する。

附 則

１ この告示は、平成８年４月１日から施行する。

２ 改正後の伊勢原市緊急経営支援特別資金融資要綱の規定は、平成８年度融資実行分か

ら適用する。

附 則

１ この告示は、平成１１年４月１日から施行する。

２ 改正後の伊勢原市緊急経営支援特別資金融資要綱の規定は、平成１１年度融資実行分

から適用する。

附 則

この告示は、公表の日から施行し、平成１７年２月４日から適用する。

附 則

この告示は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市緊急経営支援特別資金融資要綱の

規定は、平成２２年４月１日から適用する。

附 則（平成３１年３月２８日告示第４３号）

この告示は、公表の日から施行する。



別表（第２条関係）

融 資 対 象 者 最近３箇月の生産額又は売上額が前年同期に比

べ、概ね１０％以上減少し、経営上著しい困難

が生じている中小企業者及び協同組合等

資 金 使 途 緊急経営支援特別資金

融 資 限 度 額 中小企業者 １，０００万円

協同組合等 １，０００万円

融 資 利 率 市長と取扱金融機関が協議して定める率

融 資 期 間 ６年以内

返 済 方 法 原則として割賦返済（据置期間６箇月以内）

保 証 人 原則として法人の代表者を除き不要

担 保 必要に応じて徴求する。

信 用 保 証 必要に応じて付する。

申 込 書 提 出 先 取扱金融機関

融資対象者の資格 伊勢原市緊急経営支援特別資金融資対象者資格

認定の申請先等 認定書（別記様式）を伊勢原市融資担当課へ

提出し、認定を受けたのち融資の申込みを行う

こと



別記様式（別表関係）

伊勢原市緊急経営支援特別資金融資対象者資格認定書

年 月 日

伊勢原市長 殿

申請者 住 所

事業所名

代表者名

電話番号

資 本 金 万円 従業員 人

伊勢原市緊急経営支援特別資金融資対象者資格の認定を受けたいので申請しま

す。

１ 融資の申込内容

(1) 申込予定金額 万円

(2) 申込予定日 年 月 日

(3) 申込金融機関

２ 融資対象要件

区 分 最近３箇月（ 年） 前年同期（ 年）

月 月 月 月 月 月

売上額又は

生産額

（ ）合 計 （Ａ） Ｂ

（Ａ）－（Ｂ）

×１００＝ △ ％ ≧ △１０％

（Ｂ）

上記の者は、本制度の融資対象者の資格要件に該当することを認めます。

（ただし、有効期限は認定日から３箇月間です ）。

年 月 日

伊勢原市長


